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愛西市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合

事業（以下「総合事業」という。）の実施に関し、法及び介護保険法施行

規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において使用する用語は、法、省令及び介護予防・日常生

活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生

労働省告示第１９６号）において使用する用語の例による。 

（事業の目的） 

第３条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体の参画の下

で地域の支え合い体制づくりを進め、高齢者が住み慣れた地域の中で生活

することに対し効果的かつ効率的な支援等が受けられる地域づくりを行う

ことを目的とする。 

（事業の構成） 

第４条 総合事業の構成は、次のとおりとする。 

⑴ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業） 

ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

（ア） 訪問介護相当サービス 

（イ） 訪問型サービスＡ（緩和した基準） 

（ウ） 訪問型サービスＢ（住民主体による支援） 

イ 通所型サービス（第１号通所事業） 

（ア）通所介護相当サービス 

（イ）通所型サービスＡ（緩和した基準） 

（ウ）通所型サービスＢ（住民主体による支援） 

（エ）通所型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

ウ その他の生活支援サービス（第１号生活支援事業） 
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（ア） 配食サービス 

（イ） 高齢者見守り訪問事業 

エ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

⑵ 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

（対象者） 

第５条 第１号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 居宅要支援被保険者 

⑵ 省令第１４０条の６２の４第２号に規定する者（以下「事業対象者」

という。） 

２ 一般介護予防事業の対象者は、全ての第１号被保険者とする。 

（事業の実施方法） 

第６条 総合事業は、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により

実施できるものとする。 

⑴ 指定事業者による実施 

⑵ 法第１１５条の４７第４項に規定する委託 

⑶ 省令第１４０条の６２の３第１項第２号に規定する補助 

（第１号事業に要する費用の額） 

第７条 第１号事業のうち訪問介護相当サービス、訪問型サービスＡ、通所

介護相当サービス及び通所型サービスＡに要する費用の額は、別表第１に

定める単位数に次項に規定するサービス区分の１単位の単価に乗じて算定

するものとする。 

２ 前項に定めるサービス区分の１単位の単価は、それぞれ次に掲げる額と

する。 

⑴ 訪問介護相当サービス １０．４２円 

⑵ 訪問型サービスＡ １０．４２円 
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⑶ 通所介護相当サービス １０．２７円 

⑷ 通所型サービスＡ １０．２７円 

３ 費用の額を算定した場合、その額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

（第１号事業支給費の額） 

第８条 第１号事業支給費の額は、前条の規定により算出した額の１００分

の９０（サービス事業の利用者が第１号被保険者であって法第５９条の２

に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する

政令で定める額以上である場合にあっては、１００分の８０）に相当する

額とする。 

（第１号事業支給費の支給限度額） 

第９条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の第１号事業支給費

の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第５５条第２項の規定により

厚生労働大臣が定めるところにより算定した額の１００分の９０に相当す

る額とする。ただし、居宅支援被保険者が予防給付を利用している場合は、

第１号事業支給費及び予防給付費の支給限度額を一体的に算定するものと

する。 

２ 事業対象者の第１号事業支給費の支給限度額は、要支援１の介護予防サ

ービス費等区分支給限度基準額の１００分の９０に相当する額とする。 

３ 法第５９条の２に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険

者等に係る第１号事業支給費における前２項の規定の適用については、こ

れらの規定中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の８０」とする。 

（第１号事業支給費に係る審査及び支払） 

第１０条 市長は、第１号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、

愛知県国民健康保険団体連合会に委託して行う。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第１１条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護

予防サービス費相当事業を行う。 

２ 高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費

相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第６１条及び
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法第６１条の２の規定を準用する。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。
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別表第１（第７条関係） 
 

事業構成 対象者 単位数 

訪問介護

相当サー 

（１）訪問型サービスⅠ 要支援１・２ 

事業対象者 

週１回程度の利用 

１，１６８単位（１月につき） 

ビス 

（現行相 

（２）訪問型サービスⅡ 要支援１・２ 

事業対象者 

週２回程度の利用 

２，３３５単位（１月につき） 

当） （３）訪問型サービスⅢ 要支援２ 週２回を超える程度の利用 

３，７０４単位（１月につき） 

 （４）初回加算 要支援１・２    ２００単位（１月につき） 

 （５）生活機能向上連携加算 事業対象者    １００単位（１月につき） 

 （６）介護職員処遇改善加算   

  ア  介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  所定単位数の８６／１０００ 

  イ  介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数の４８／１０００ 

  ウ  介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  （２）で算定した単位数の 

９０／１００ 

  エ  介護職員処遇改善加算（Ⅳ）  （２）で算定した単位数の 

８０／１００ 

注１ （１）から（３）までについて、介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者

を配置している場合は、所定単位数に７０／１００を乗じる。 

注２ （１）から（３）までについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利

用者２０人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に９０／１００を乗じる。 

注３ （６）について、所定単位は（１）から（５）までにより算定した単位数の合計 

注４ 介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

訪問型サ

ービスＡ 

（１）訪問型サービスⅠ 要支援１・２ 

事業対象者 

週１回程度の利用 

   ９３４単位（１月につき） 

（緩和し

た基準） 

（２）訪問型サービスⅡ 要支援１・２ 

事業対象者 

週２回程度の利用 

１，８６８単位（１月につき） 

 （３）訪問型サービスⅢ 要支援２ 

 

週２回を超える程度の利用 

２，９６３単位（１月につき） 

 （４）初回加算 要支援１・２ 

事業対象者 

   １６０単位（１月につき） 

 （５）生活機能向上連携加算     ８０単位（１月につき） 

 （６）介護職員処遇改善加算  

  

 

 

ア  介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の８６／１０００ 

 イ  介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の４８／１０００ 

 ウ  介護職員処遇改善加算（Ⅲ） （２）で算定した単位数の 

９０／１００ 

 エ  介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （２）で算定した単位数の 
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８０／１００ 

注１ （１）から（３）までについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の

同一建物の利用者２０人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に９０／１００を乗じ

る。 

注２ （６）について、所定単位は（１）から（５）までにより算定した単位数の合計 

注３ 介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

通所介護

相当サー 

（１）通所型サービス１ 要支援１ 週１回程度の利用 

 １，６４７単位（１月につき） 

ビス 

（現行相 

（２）通所型サービス２ 要支援２ 週２回程度の利用 

 ３，３７７単位（１月につき） 

当） （３）生活機能向上グループ活 

動加算 

要支援１・２    １００単位（１月につき） 

 （４）運動器機能向上加算 ２２５単位（１月につき） 

 （５）栄養改善加算     １５０単位（１月につき） 

 （６）口腔機能向上加算       １５０単位（１月につき） 

 （７）事業所評価加算     １２０単位（１月につき） 

 （８）サービス提供体制強化加算 

  ア サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

  （ア）要支援１ 要支援１      ７２単位（１月につき） 

 （イ）要支援２ 要支援２    １４４単位（１月につき） 

  イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

  （ア）要支援１ 要支援１     ４８単位（１月につき） 

 （イ）要支援２ 要支援２     ９６単位（１月につき） 

  ウ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

  （ア）要支援１ 要支援１     ２４単位（１月につき） 

  （イ）要支援２ 要支援２     ４８単位（１月につき） 

 （９）介護職員処遇改善加算 

  

 

ア  介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 要支援１・２ 所定単位数の４０／１０００ 

 イ  介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の２２／１０００ 

 ウ  介護職員処遇改善加算（Ⅲ） （２）で算定した単位数の 

９０／１００ 

 エ  介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （２）で算定した単位数の 

８０／１００    
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注１ （１）と（２）について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数

に７０／１００を乗じる。 

注２ （１）と（２）について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に

７０／１００ を乗じる。 

注３ （１）と（２）について、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に

１月につき２４０単位を足す。 

注４ （１）と（２）について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に

通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。 

（１）３７６単位 

（２）７５２単位 

注５ （９）について、所定単位は（１）から（８）までによる算定した単位数の合計 

注６ サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の 

算定項目である。 

通所型サ

ービスＡ 

（１）通所型サービス１  要支援１・２ 

事業対象者 

週１回程度の利用 

 １，３１７単位（１月につき） 

（緩和し

た基準） 

（２）通所型サービス２  要支援２ 週２回程度の利用 

 ２，７０１単位（１月につき） 

 （３）生活機能向上グループ活動 

加算 

要支援１・２ 

事業対象者 

     ８０単位（１月につき） 

 （４）運動器機能向上加算     １８０単位（１月につき） 

 （５）栄養改善加算      １２０単位（１月につき） 

 （６）口腔機能向上加算     １２０単位（１月につき） 

 （７）事業所評価加算   ９６単位（１月につき） 

 （８）介護職員処遇改善加算 

 ア  介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 要支援１・２ 所定単位数の４０／１０００ 

 イ  介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 事業対象者 所定単位数の２２／１０００ 

 ウ  介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  （２）で算定した単位数の 

９０／１００ 

 エ  介護職員処遇改善加算（Ⅳ）  （２）で算定した単位数の 

   ８０／１００ 

注１ （１）と（２）について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数

に７０／１００を乗じる。 

注２ （１）と（２）について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に

７０／１００ を乗じる。 

注３ （１）と（２）について、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に

１月につき１９２単位を足す。 
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注４ （１）と（２）について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に

通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。 

 （１）３００単位 

 （２）６０１単位 

注５ （８）について、所定単位は（１）から（７）までによる算定した単位数の合計 

注６ 介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

 


